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「市道維持修繕業務委託（令和 8 年度）」 
簡易公募型プロポーザル実施要領 

 
1 業務の目的 
  本市が管理する道路等の良好な維持修繕を行い、車両や歩行者等の通行の安全を図る 
 ことを目的とする。 
  
2 委託の概要 
（１）委託等の名称 
   市道維持修繕業務委託（令和 8 年度） 
（２）委託の場所 
  成田市内 
   作業区域は市内全域とするが、主たる作業区域（別添区域図参照）は 
 「豊住・八生・美郷台」、「中郷・久住」、「成田」、「遠山」、「公津」、「成田ニュータウ

ン」、 「下総」、「大栄西部」、「大栄東部」地区の 9 工区に分けたうちの 1 工区とす

る。 
（３）委託の内容 
   本委託は市道の良好な維持を目的とし、成田市が実施する市道に関する維持修繕の 
  うち、緊急を要する小規模な応急処置（当日または次の日）及び発注者の指示による

維持修繕を速やかに行うものとし、主な業務として以下の業務を行う。 
   ①道路維持補修 
   ②道路清掃（除草を含む。） 
   ③台風等の災害時の緊急措置 
   ④除雪（凍結防止作業も含む。） 
   ⑤報告書類等作成 
   ⑥その他特記仕様書準拠 
（４）スケジュール 

① 参加募集期間 令和 8 年 1 月 22 日（木）から令和 8 年 1 月 28 日（水）まで 

② 参加資格審査の結果通知 令和 8 年 2 月 2 日（月） 

③ 質問受付期間 令和 8 年 2 月 2 日（月）から令和 8 年 2 月 9 日（月）まで 

④ 質問回答 令和 8 年 2 月 13 日（金） 

⑤ 提案書受付期間 令和 8 年 2 月 16 日（月）から令和 8 年 2 月 24 日（火）まで 

⑥ 提案書審査結果の通知 委員会後、随時発送予定 

⑦ 受注者決定 令和 8 年 3 月中（予定） 
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（５）契約期間 
  令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。 
（６）予定価格（消費税及び地方消費税を含む。） 
  ・1 工区（豊住・八生・美郷台地区）                  金    19,690,000 円 
  ・2 工区（中郷・久住地区）                         金    19,580,000 円 
  ・3 工区（成田地区）※郷部の一部を除く              金    23,650,000 円 
  ・4 工区（遠山地区）                               金    24,200,000 円 
  ・5 工区（公津地区）                               金    20,570,000 円 
  ・6 工区（成田ニュータウン地区）                   金   21,450,000 円 
  ・7 工区（下総地区）                               金    15,950,000 円 
  ・8 工区（大栄西部地区）                           金    18,370,000 円 
  ・9 工区（大栄東部地区）                           金    18,920,000 円 
 
3 清算方法について 
   委託請負者が作成した、業務報告書に基づき 3 ケ月ごとに出来高分を支払う。但

し、当初設計書（予定価格）に基づき、令和 8 年 4 月の県の積算基準及び単価等によ

り算定した出来高（税抜き）に、当初の請負比率（本プロポーザル申込み時に提出し

た見積書の価格／予定価格）を乗じ、千円未満を切り捨てた額とする。なお、年度途

中で単価等に大きな変動があった場合は、その都度契約者と協議を行うこととする。

報告書は各月の業務終了後１０日以内に道路管理課に提出する事とし、６月・９月・

１２月の支払い額については、提出日より２０日以内に確定させる。請負者は業務終

了後３０日以内に完了届を提出するものとする。但し、３月末日の本業務委託完了時

には、報告書及び完了届を直ちに提出するものとする。 
 
4 参加資格について 
 事業者による提案書を提出する際の参加資格者の要件は、下記条件をすべて満たすこと

とする。 
（１） 本委託業務の募集開始の日において、令和 7・8 年度成田市入札参加資格者名簿

（以下「資格者名簿」という）に「委託」部門の「緑地管理・道路清掃」及び

「建設工事」部門に登載されていること。 
（２） 本委託業務の募集開始の日において参加資格者名簿に、所在区分が市内業者とし

て「委託」部門及び「建設工事」部門に登載されている者で、土木一式工事につい

て特定建設業又は一般建設業の許可を有し、土木一式工事について経営事項審査の

総合評点が 640 点以上 1,200 点未満で登載されていること。 
（３） 本委託業務の募集開始の日において、成田市建設工事請負業者等指名停止措置要

領（以下「措置要領」という。）の規定により、指名停止措置（措置要領制定以前の

成田市建設工事指名業者選定基準の規定による指名停止措置を含む。）、又は成田市

契約に係る暴力団対策措置要綱の規定による入札参加除外を受けていないこと。 
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（４） 官公庁等が平成 27 年度以降に発注した土木工事について、元請として施工完了 
   した実績があること。 
（５） 地方自治法施行令第 167 の 4 の規定のほか、次の事項に該当しない者。 
    ア 手形交換所による取引停止処分を受けて 2 年を経過しない者又は本委託の審 
     査結果の通知日前 6 か月以内に手形、小切手を不渡りにした者。   
    イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始 
     決定がされていない者。 
    ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始 
     決定がされていない者。 
（６） 本委託の参加申請書の提出期限日より以前 3 ヶ月以内に工事完成検査結果通知書 
  （令和 7 年 4 月 1 日以降に成田市と契約締結した建設工事案件に限る。）で評定点 
   60 点未満の通知を受けていないこと。 
 
5 参加表明手続き 
 参加申請書（様式１）を発注者に提出することにより参加表明を行ったものとする。 
（１）受付期間 
   令和 8 年 1 月 22 日（木）9：00 ～ 令和 8 年 1 月 28 日（水）17：00 
（２）参加可能な工区（2 つの工区までとし 1 つの工区でも可） 
   会社の所在地に関係なく、どの工区でも参加可能とする。 
   ※緊急時に指示を受けてから 1 時間以内で現地に到着できる範囲とする。 
（３）提出書類 
   ・参加申請書（様式 1） 1 部 
   ・参加資格に関する申告書（様式 2）  1 部 
（４）参加資格審査結果の通知 
   参加資格審査結果の通知は、提出書類を審査のうえ、令和 8 年 2 月 2 日（月）に 
  参加資格審査結果通知書等を郵送する。 
 
6 質問書の提出 
 質問書の提出は、以下に基づき行うものとする。 
（１）受付期間 
   令和 8 年 2 月 2 日（月）9：00 ～ 令和 8 年 2 月 9 日（月）17：00 
  とする。 
（２）提出書類 
   ・質問書（様式 3） 1 部 
（３）質問書に対する回答 
   質問書に対する回答は、令和 8 年 2 月 13 日（金）に電子メールにて全ての参加者 
  に対し回答する。なお、質問に対する回答は、質問が提出された場合のみ行うものと 
  する。 
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7 提案書及び見積りの提出 
 提案書及び見積りの提出は、以下に基づき行うものとする。 
（１）受付期間 
   令和 8 年 2 月 16 日（月）9：00 ～ 令和 8 年 2 月 24 日（火）17：00 
  とする。 
（２）提出書類 
   ①提案書（様式 4）    1 部 
   ②評価項目調書（様式 5） 1 部（別紙含む） 
                項目⑩本業務の組織体系に関する項目及び、 
                項目⑪本業務の作業時に関する項目に関しては、 
                提案者名を記入したもの記入していないものを各１部 
   ③見積書（任意様式）   参加資格に関する申告書（様式 2）に記載した工区ご

とに各 1 部 
（３）提出書類及び見積書の作成に係る留意事項等 
  １）提案書 
    ・提案書には法人の所在地、名称及び代表者名を記入し、代表印を押印するこ

と。 
    ・連絡先等については、本プロポーザルの参加について、市から連絡を受ける部 
         署、担当者名、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールアドレスを記入すること。 
    ・全ての書類に提案者名（社名）を記載すること。 
  ２）見積書 
    ・参加資格に関する申告書（様式 2）に記載した工区ごとに、予定価格に対する 
     見積りを工区が分かるように作成し提出する。 
      
8 参加申請書、質問書、提案書及び見積書の提出方法 
  参加申請書、質問書、提案書及び見積書の提出方法は、持参又は郵送によるものとす 
 る。郵送の場合は、配達証明書付き簡易書留郵便に限り、提出期限日必着のこととす

る。 
 （提出先及び問合せ先） 
  〒286-8585 成田市花崎町 760 番地 
   成田市役所道路管理課 
    担当：小畑・吉田 
    電話：0476-20-1551（直通） 
   ※提出書類の受付時間は、平日の 9：00～17：00 とする。 
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9 審査及び提案書の特定並びに契約相手方の決定 
（１）別表「評価項目及び評価基準」並びに「見積書の価格」に基づき、選定審査委員会

により審査を行い、工区ごとに最も評価値の高い者を特定者として、契約の相手方の

候補者として選定する。 
   但し、2 つの工区で同一の特定者が最も評価値が高くなった場合、会社が所在する

工区を優先として特定者とする。その場合のもう一方の工区については 2 番目に評価

値の高い者を契約の相手方の候補者とする。それでも特定者が決まらなかった場合

は、評価値の高いものから順に契約の相手方の候補者とする。また、参加表明者のな

い工区が発生した場合、隣接工区参加者に、その工区に対する見積書の提出を依頼

し、その「見積書の価格」並びに「評価項目及び評価基準」に基づき最も評価値の高

い者を特定者とする。 
（２）評価の得点の付与方法は、あらかじめ設定した評価基準に基づき、各評価項目の得 
  点を加算する方式により合計得点を算出する。 
   ※評価値＝評価項目及び評価基準（100 点満点）+見積書の価格（100 点満点） 
（３）契約方法は、特定者との随意契約とし本プロポーザル申込み時に提出した見積書の 
  額を契約額とし、1 業者につき 1 工区の契約とする。 
（４）この手続きに参加した者が「10 失格条項等」に該当する場合は、その者とは契約 
  の締結は行わない。なお、この場合は、非特定者の中から最も評価の高い者から順に 
  契約の相手方の候補者とする。 
（５）選定審査委員会による審査の結果（特定・非特定）については、プロポーザル参加 
    者に別途通知する。なお、通知する結果は当該提案者に関する結果のみとする。 
 
10 失格条項等 
 次のいずれかに該当する場合は、その者の参加申請書等の提出は無効とする 
（１）参加する資格のない者が参加申請書を提出した場合。 
（２）プロポーザルの提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 
（３）プロポーザルの作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。 
（４）プロポーザルに記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 
（５）プロポーザルに記載すべき項目以外の内容が記載されているもの。 
（６）虚偽の記載があるもの。 
（７）この実施要領に定められた以外の手法により、選定審査委員又は関係者にプロポー

ザルに対する援助を直接的、間接的に求めた場合。 
（８）予定価格よりも高い見積り価格を提示した場合。 
 
11 その他 
（１）参加申請書（添付書類を含む。以下同じ。）及び提案書（添付書類を含む。以下同 
  じ。）に記載された個人情報は本委託においてのみ使用するものとし、本人の同意を

得ずに第三者に開示することはない。 
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（２）参加申請書及び提案書の作成、提出等に係る費用は、提出者の負担とする。 
（３）提出された参加申請書及び提案書は、提案書の特定以外に無断で使用しないもの 
  とする。 
（４）参加申請書及び提案書に虚偽の記載をした場合には、参加申請書又は提案書を無 
   効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがある。 
（５）提出された書類は、選定を行う作業に必要な範囲の複製を作成することがある。 
（６）受領期限以降における参加申請書及び提案書の差し替え及び再提出は認めない。 
  また、参加申請書に記載した配置予定技術者は、病気、死亡、退職等極めて特別な 
  場合を除き、変更することができない。なお、配置予定技術者の常駐義務はないも 
  のとする。 
（７）提出された参加申請書及び特定した提案書は返却しない。 
（８）特定された者の会社名等は公表する。 
（９）提出された提案書は公正性、透明性、客観性を期すため公表することがある。 
（１０）提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表・使 
   用することはできない。 
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（別表）「市道維持修繕業務委託（令和 8 年度）」簡易公募型プロポーザル 
業者名（           ） 

評価項目及び評価基準      
（1）企業の施工能力 

評価項目 評価基準 評 点 配 点 

① 業務の実績に関する評価 ① 成田市発注の年間維持修繕業務の実

積あり 
5 

/5 
② なし 0 

② 工事評定点に関する評価 
  令和 5～6年度に完了し

た、成田市発注の土木工

事における工事完成検査

結果通知書の平均評定点 

① 75 点以上 10 

/10 
② 70 点以上 75 点未満 7 

③ 65 点以上 70 点未満           3 

④ 65 点未満又は実績なし 0 

③  優良工事に関する評価   

令和 2 年度以降に完了し

た、成田市発注の土木工

事における案件 

① 優良工事あり 5 
/5 

② なし 0 

④  指名停止に関する評価   

  令和 5～7 年度の成田市

における、指名停止の有

無。指名停止は指名停止期

間を対象とする。 

①なし 0 

/0 
②指名停止あり －5 

 
（2）配置予定の能力 
⑤配置予定技術者に関する

評価 
①一級土木施工管理技士 5 

/5 ②その他施工管理に関する資格 3 

③なし 0 

⑥休日、夜間等の緊急時の作

業員数に関する評価 
 休日夜間等の緊急時に

配置可能な作業員の人数

（配置予定技術者除く） 

①3 人以上 5 

/5 ②2～1 人 3 

③0 人 0 
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⑦建設機械の配置に関する

評価 
 
本業務に配置可能な建設

機械 
 （１カ月未満の短期リース 
  は不可） 

ダンプトラック（2ｔ） 1 台以上 5 
/5 

            なし 0 

バックホウ（0.1 ㎥）  1 台以上 5 
/5 

            なし 0 

除雪機（ペイローダ等） 1 台以上 5 
/5 

            なし 0 

草刈機（肩掛け）  1 台以上 5 
/5 

          なし 0 
（3）地域貢献度 

（4）施工計画 

⑧災害協定締結に関する評

価 
①成田市との間に、災害時の応急協力に関

する協定を締結する協力会等に加入して

いる 
5 

/5 

②加入していない 0 

⑨災害時における協力体制

に関する評価 
 

① 成田市内において、過去 10 年間に応

急対応の災害活動（地震・風水害・雪

害対策など）の実績がある。（市道維持

修繕業務委託及び入札による工事を

除く） 

5 
/5 

②なし 0 

⑩本業務の組織体系に関す

る評価 

評価のポイント 
①連絡体制及び指揮系統が明確になって

いるか（0～5 点） 
②休日、夜間等の緊急時における連絡体制

及び対応について発注者への提出書類

として適切であり、かつ内容が具体性を

持っているか（0～5 点） 
② 業務の主旨を理解した上で迅速に対

応でき、緊急を要する作業が生じた場

合、当日もしくは次の日に作業できる

ような組織体系か（0～5 点） 

0～15 /15 

⑪本業務の作業時に関する

評価 

評価のポイント 
①道路上における作業時の安全対策が明

確になっているか（0～5 点） 
②作業計画が近隣住民に配慮しているか

（0～5 点） 
③品質・出来形・写真管理について、適切

に管理できるような具体的な内容とな

っているか（0～5 点） 

0～15 /15 
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（5）その他 
⑫収集運搬の許可（汚泥）を

有している 
① 千葉県 5 

/5 
② なし 0 

⑬高所作業車運転の資格を

有している 
①高所作業車運転技能修了（10ｍ以上） 5 

/5 ②高所作業車運転特別教育修了（10ｍ未満） 3 

③なし 0 

 
 提案書評価点     /100 点 

 
 

見積書の価格 
   
  価格評価点＝100 点×プロポーザル参加者の最低見積書の価格／見積書の価格 
        100×（          ）／（          ） 
                           ※ 小数点第 2 位四捨五入 
 

価格評価点     /100 点 
 
 

◯評価値 

 
  提案書評価点（     ）点 ＋ 価格評価点（     ）点 
 

評価値      /200 点 
 
 


